
 
 

京都市宿泊税条例の施行状況に関する現状と課題 

（京都市持続可能なまちづくりを支える税財源の在り方に関する検討委員会資料） 
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第１ 宿泊税の概要 

１ 導入の経緯 

本市では、平成２８年３月に策定した「はばたけ未来へ！京プラン（京都市基本計画）」の後

期実施計画（2016年～2020年）において、持続可能な行財政を確立するための自主財源の更な

る確保策として、「入洛客への新たな負担のあり方や超過課税等の課税自主権の活用」を検討し

ていくこととした。そして、同年８月に「京都市住みたい・訪れたいまちづくりに係る財源の

在り方に関する検討委員会」を設置し、「京都に住む人にも訪れる人にもより満足度の高いまち

づくり」を一層進めていくための財源の確保に向けた方策について諮問した。 

同検討委員会においては、新たな負担を求める行為として、「駐車場への駐車」、「宿泊」、「別

荘の所有」の３案が検討され、関係者ヒアリングやパブリック・コメントの意見も踏まえたう

えで、平成２９年８月に、「宿泊税」の創設を提言する内容の答申が提出された。 

その後、同年９月に京都市宿泊税条例案を京都市会に提案し、同年１１月に、以下の付帯決

議を付して原案どおり可決された。 

 

条例案の可決後、地方税法に基づく総務大臣との協議を実施し、平成３０年２月にその同意

を得て、同年１０月１日から宿泊税の課税を行っている。 

 

  

【付帯決議】（平成２９年１１月２日） 

１ 税の公平性、公正性を担保するため、急増する民泊をはじめ違法に営業している宿泊施設への宿泊を

確実に捕捉し、宿泊税を徴収すること。 

≪関連箇所≫ 第３・１ 課税状況（⑵適正課税・徴収の取組） 

２ 宿泊税の代行徴収及び納付ができる第三者納付について、民泊仲介事業者に働き掛け、その活用を図

ること。 

≪関連箇所≫ 第３・２ 宿泊事業者の負担軽減に関する取組（⑴代行徴収・代理徴収） 

３ 宿泊税収入については、住んでよし、訪れてよしのまちづくりに資する事業に活用し、市民はもとよ

り、納税者である宿泊者、さらには特別徴収義務者となる宿泊施設の運営事業者に、宿泊税の効果を実

感いただけるよう取り組むとともに、決算及び使途が明確になるよう、透明性を確保し、議会及び市民

への情報公開を行うこと。 

≪関連箇所≫ 第３・４ 税収の使途 

４ 簡易宿所をはじめとした中小、零細事業者をはじめ、宿泊事業者の納税事務の簡素化と支援に取り組

むこと。 

≪関連箇所≫ 第３・２ 宿泊事業者の負担軽減に関する取組 

５ 日本国内はもとより、世界に向けて、宿泊税の主旨及び徴収内容について広報し、宿泊事業者へ負担

となることのないよう努めること。 

≪関連箇所≫ 第３・３ 周知・広報 

６ 条例施行後の状況を早急に把握し、必要がある場合は適切に対応するため、条例の施行の１年６箇月

後に、条例の施行の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、宿泊税に係る制度について検討を加え、必

要があるときは、早急にその結果に基づいて所要の措置を講じること。 

≪関連箇所≫ 第１・３ 施行１年６箇月後調査を踏まえた見直し 
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２ 制度概要 

⑴ 概要 

京都市宿泊税条例の概要は、図表 1-1のとおりである。 

 

図表 1-1 宿泊税の概要 

課税団体 京都市 

税目名 宿泊税（法定外目的税） 

目的 

（使途） 

国際文化観光都市としての魅力を高め、及び観光の振興を図る施策に要す

る費用に充てること 

課税客体 

以下の施設への宿泊行為 

・旅館業法に規定する旅館業（ホテル、旅館、簡易宿所）を営む施設 

・住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業を営む施設 

納税義務者 宿泊者 

課税標準 

税率 

１人１泊について、宿泊料金が 

20,000円未満          200円 

20,000円以上 50,000円未満    500円 

50,000円以上          1,000円 

徴収方法 
・特別徴収（特別徴収義務者：旅館業又は住宅宿泊事業を営む者など） 

・原則として、毎月末日までに前月分の宿泊税額を申告納入 

課税免除 修学旅行その他学校行事等の参加者及びその引率者 

施行日 平成３０年１０月１日 

検討・見直

し条項 

市長は、条例施行後５年ごとに、条例の施行状況、社会経済情勢の変化等

を勘案し、宿泊税に係る制度について検討を加え、必要があると認めると

きは、その結果に基づいて所要の措置を講じる。 

 

⑵ 制度設計に当たっての基本的な考え方 

ア 課税客体・納税義務者の設定 

公平性の観点から、旅館業法に基づく許可等を受けた施設か否かにかかわらず、対価を

伴う宿泊行為一般を課税客体としている。 

また、消費課税という性質上、原則として宿泊者の人的事情にかかわらず、本市滞在中

に受ける行政サービスの受益に応じて「広く薄く」負担を求めることが妥当であるから、

免税点は設けていない。ただし、修学旅行生等については、学校教育の公益性に鑑み、例

外的に課税免除としている。 

 

イ 税率の設定 

アのとおり、消費課税という性質上、基本的には、受益に応じて「広く薄く」負担を求

めることが妥当である。また、具体的な税率は、宿泊者にとって過度な負担とならないよ

う配慮しつつ、住みたい・訪れたいまちづくりのための施策を実施する財源として十分な
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税収が得られる水準とする必要がある。 

一方で、租税における「公平」については、水平的公平（等しい状態にある者には等し

い税負担を課すこと）だけでなく、垂直的公平（等しくない状態にある者には適切な差異

を設けた税負担を課すこと）の観点も重要であるところ、一般に、高額な宿泊料金を支払

う宿泊客は、そうでない宿泊客よりも負担能力（担税力）が大きいと考えられることから、

その担税力に見合った負担を求めることが公平であるといえる。 

また、宿泊料金は、季節や曜日等によって変動するものであるところ、こうした要因に

過度に影響されないシンプルな料金区分とすることが、特別徴収義務者の負担を軽減する

観点からも望ましい。 

以上を踏まえて、一般的なホテルや旅館が該当する宿泊料金 20,000円未満の区分を 200

円、高価格帯のホテル等が該当する 20,000円以上 50,000円未満の区分を 500円、富裕層

向けのスイートルーム等が該当する 50,000円以上の区分を 1,000円としている。 

 

≪参考≫ 他自治体・海外主要都市の宿泊税率 

図表 1-2 他自治体の宿泊税率 

 

図表 1-3 海外主要都市の宿泊税率 

 

 

京都市 東京都 大阪府 福岡県 倶知安町 金沢市 福岡市 北九州市 長崎市

～7,000円 課税免除

7,000 円 ～

9,999円

10,000 円～

14,999円
100円

15,000 円～

19,999円
200円

20,000 円～

49,999円
500円

50,000円～ 1,000円

450円 500円

200円

（※福岡

市、北九

州市内は

50円）

定率制

（宿泊料

金の2％）

宿泊料金
税　率

200円 200円 150円

150円

課税免除 100円

100円

200円

200円

300円 500円

パリ ローマ フィレンツェ バルセロナ ベルリン ニューヨーク バンクーバー

1つ星

ホテル
1ユーロ 4ユーロ 3.5ユーロ

2つ星

ホテル
1.13ユーロ 5ユーロ 4.5ユーロ

3つ星

ホテル
1.88ユーロ ６ユーロ 6ユーロ

4つ星

ホテル
2.88ユーロ 7.5ユーロ 7ユーロ 4.9ユーロ

5つ星

ホテル
3.75～5ユーロ 10ユーロ 8ユーロ 6.88ユーロ

※各自治体のホームページ等より作成。税率はいずれも令和5年10月1日現在

宿泊施設

の等級

税　率

定率制(5％)

定率＋定額

①定率

5.875%

②定額

宿泊料金に応じ

0.5ドル～2ドル

※他にホテルユ

ニットフィー

(州)1.5ドルが徴収

される。

定率制(3%)

※宿泊料金30カ

ナダドル以下は課

税免除

※令和5年2月1日

から7年間、

2.5% が上乗せさ

れる。

4.13ユーロ
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ウ 税収の使途 

宿泊税は、「国際文化観光都市としての魅力を高め、及び観光の振興を図る施策に要す

る費用に充てること」（条例第１条）を目的とする法定外目的税である。これは、観光客数

や観光消費額の増加を図るためではなく、観光に付随する課題の解決や、文化・まちづく

り・産業などの活性化を通じて、市民と入洛客双方の満足度を高めていくために税収を活

用することを定めたものである。（具体的な税収の使途については、第３－４を参照） 

 

「京都観光振興計画 2025」（概要版）より抜粋 

 

  

【参考】京都国際文化観光都市建設法（抄） 

（目的） 

第１条 この法律は、京都市が世界において、明びな風光と歴史的、文化的、美術的に重要な地位を

有することにかんがみて、国際文化の向上を図り世界恒久平和の理想の達成に資するとともに、文

化観光資源の維持開発及び文化観光施設の整備によってわが国の経済復興に寄与するため、同市を

国際文化観光都市として建設することを目的とする。 
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３ 施行１年６箇月後調査を踏まえた見直し 

⑴ 調査に至る経緯 

 

京都市宿泊税条例可決時の付帯決議を踏まえて、令和元年１２月～令和２年３月にかけて、

条例施行後の状況について、宿泊事業者、宿泊者、市民に対するアンケートや関係団体に対

するヒアリング等の調査を実施した（図表 1-4）。 

 

図表 1-4 「宿泊税施行後の状況に関する調査」概要 

１ アンケート調査 

調査

対象 

【宿泊事業者】 

無作為抽出された

300 事業者 

【宿泊者】 

京都市内への宿泊

者 

【市民】 

18 歳以上の市民

4,000 人 

【旅行業者】 

11 事業者 

調査

方法 
郵送 

調査員による聞取

り（市内５箇所） 

郵送（回答はＷｅｂ

も可） 
郵送 

調査

期間 

令和元年１２月～ 

令和２年２月 

令和元年 

12 月 14、15 日 

令和元年１２月～ 

令和２年１月 

令和元年１２月～ 

令和２年３月 

回収

状況 

166 事業者 

（回収率 55.3％） 
1,047 人 

1,383 人 

（回収率 34.6％） 

３事業者 

（回収率 27.3％） 

２ ヒアリング調査 

調査対象 

【観光関係団体】 

○京都ホテル協会 

○京都市観光協会 

○京都簡易宿所連盟 

○日本ホテル協会京都支部 

○京都府旅館ホテル生活衛生同業組合 

【学識経験者】 ※肩書きは当時 

○矢ケ崎紀子（東京女子大学現代教養学

部国際社会学科教授） 

○西垣泰幸（龍谷大学経済学部教授） 

○田中治（同志社大学法学部教授） 
※ いずれも元「京都市住みたい・訪れたいま

ちづくりに係る財源の在り方に関する検討

委員会」委員 

調査方法 対面でのヒアリング調査 対面でのヒアリング調査 

調査期間 令和２年２～３月 令和２年３月 

 

⑵ 調査結果の概要 

・ 参考資料１（宿泊税施行後の状況に関する調査結果≪概要版≫）参照 

 

⑶ 調査結果を踏まえた見直し 

ア 申告納入期限の特例の要件緩和 

宿泊税の申告納入期限の特例※について、特別徴収義務者（宿泊事業者）の事務負担を

軽減するため、令和２年９月に京都市宿泊税条例施行規則を改正し、営業許可を受けた日

【付帯決議】 

６ 条例施行後の状況を早急に把握し、必要がある場合は適切に対応するため、条例の施行の１年６

箇月後に、条例の施行の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、宿泊税に係る制度について検討を

加え、必要があるときは、早急にその結果に基づいて所要の措置を講じること。 
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等から１年以内の小規模事業者を同特例の適用対象に加えた。 

※ 通常１箇月ごとの申告納入を３箇月ごととするもの。 

 

イ 課税免除対象の拡大 

令和３年３月に宿泊税条例を改正し、以下の施設が主催する教育を目的とした集団宿泊

行事を課税免除の対象に追加した。 

・ 保育所（保育所型認定こども園を含む。） 

・ 幼保連携型認定こども園 

・ 家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設 
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第２ 京都観光を取り巻く状況 

１ 観光客の動向等 

本市における観光客※数は、平成２７年の 5,684 万人をピークとして、平成３０年１０月の

宿泊税導入後も、令和元年まで 5,000万人を超える水準で推移。 

※ 観光客とは、観光目的だけでなく、ビジネス、買物、イベント、観劇、スポーツ、友人・知人訪問等の目

的で入洛した人を指し、市外在住で通勤、通学以外の目的で入洛した人全てを含む。 

しかし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、令和２年に観光客数が大幅に

減少。令和４年は、新型コロナウイルス感染症の再拡大等があった一方で、訪日客の観光目的

の入国受入再開や個人旅行受入、査証免除措置の再開など、旅行需要を取り巻く環境の大きな

変化があり、観光客数が 4,361万人（令和元年比 81.5％）となるなど回復基調に好転。令和５

年も更なる回復を見せている（統計値は集計中）。 

また、宿泊客数（実人数）については、コロナ禍前の令和元年には 1,317 万人を記録。令和

２年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により令和元年比 40.3％の 531万人に減

少したが、その後、令和４年は 969万人（令和３年比 187.4％、令和元年比 73.6％）となるな

ど、観光客数と同様に回復基調に好転。令和５年も更なる回復を見せている（統計値は集計中）。 

 

図表 2-1 観光客数と日本人・外国人ごとの宿泊客数（実人数）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

183 
316 319 353 450 380 

45 5 58 

1,158 
1,046 1,097 

1,204 
1,132 

937 

486 511 

911 

5,564 5,684 5,522 
5,362 5,275 5,352 

2,159 

(参考値)

2,102 

(参考値)

4,361 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

宿泊客数（万人）観光客数（万人）

外国人宿泊客数 日本人宿泊客数 観光客数

出典：京都市「京都観光総合調査」（H26～R1）、京都市「観光客の動向等に係る調査」（R2～
R4）を基にグラフ作成 

※ 観光客数について、令和 2 年及び令和 3 年はコロナ禍の影響により全国統一基準に基づ
く推計を行っておらず、他の年との時系列による比較はできない。 

※ 宿泊客数について、調査手法の変更により、令和元年以降の数値は過去の数値と時系列
による比較はできない。 
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２ 宿泊施設の状況 

⑴ 宿泊施設数の動向 

本市の宿泊施設の総客室数は、外国人観光客の急増に伴う旺盛な宿泊需要を背景に、平成

２８年度から令和３年度までの５年間で 73％増加した（33,887室→58,616室）。 

宿泊施設の類型ごとの状況をみると、旅館・ホテルの施設数が同期間中に 23.6％増加した

一方で、簡易宿所は、平成２８年度から令和元年度までの３年間で 123.5％増と急増した後、

減少に転じている。また、旅館・ホテルの施設数についても、新型コロナウイルス感染症の

感染拡大を受け、令和３年度から４年度にかけて 30件（4.4％）減少している。 

 

図表 2-2 旅館業許可施設数・総客室数の推移（旅館・ホテル、簡易宿所） 

 

 

 

 

 

 

また、住宅宿泊事業届出住宅数については、平成３０年３月１５日の制度開始以降、令和

元年度時点で 716件まで増加したが、その後は減少に転じ、近年は概ね横ばいとなっている。 

 

 

 

 

 

 

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5※

総施設数 2,043 2,866 3,614 3,993 3,783 3,567 3,444 3,415

簡易宿所 1,493 2,291 2,990 3,337 3,104 2,887 2,794 2,775

旅館・ホテル 550 575 624 656 679 680 650 640

総客室数 33,887 38,419 46,147 53,471 56,183 58,616 58,580 57,816

550 575 624 656 679 680 650 640

1,493

2,291

2,990
3,337 3,104 2,887 2,794 2,775

33,887
38,419

46,147

53,471 56,183 58,616 58,580 57,816

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

客室数（室）施設数（件）

旅館・ホテル 簡易宿所 総客室数

出典：京都市「宿泊施設数の推移（令和 5 年 10 月末時点）」を基にグラフ作成 

※ 令和 5 年度については、令和 5 年 10 月末時点 

※ 令和 5 年度の総客室数については、京都市観光協会による推計（出典：京都

市観光協会データ月報（2023年 10 月））であるため、令和 4 年度以前との比較

はできない。 
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図表 2-3 住宅宿泊事業届出住宅数の推移 

 

 

 

 

その他の特徴的な動向として、本市では、近年、国際的にも知名度の高いホテルブランド

をはじめ、高価格帯ホテルの新規開業が進んでいる。 

 

図表 2-4 主な高価格帯ホテル等の開業及び今後の開業予定 

令和 2 年 3 月 ザ・ホテル青龍京都清水【東山】 

令和 2 年 3 月 THE HIRAMATSU 京都【中京】 

令和 2 年 6 月 Nazuna 京都 椿通【下京】 

令和 2 年 8 月 MUNI KYOTO【右京】 

令和 2 年 8 月 HOTEL VMG RESORT KYOTO【東山】 

令和 2 年 11 月 HOTEL THE MITSUI KYOTO【中京】 

令和 3 年 3 月 フォションホテル京都【下京】 

令和 3 年 4 月 ふふ京都【左京】 

令和 3 年 9 月 ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts【北】 

令和 3 年 12 月 THE SHINMONZEN【東山】 

令和 4 年 1 月 ホテルオークラ京都 岡崎別邸【左京】 

令和 5 年 9 月 デュシタニ京都【下京】 

令和 6 年春開業予定 バンヤンツリー・東山 京都【東山】 

令和 6 年春開業予定 シックスセンシズ 京都【東山】 

令和 6 年開業予定 リージェント京都【左京】 

令和 6 年開業予定 京都御室花伝抄【右京】 

令和 7 年開業予定 シャングリ・ラホテル京都二条城【上京】 

令和 8 年春開業予定 帝国ホテル【東山】 

令和 8 年春開業予定 強羅花壇【山科】 

 

0

490

716

614 590
560

591

0

100

200

300

400

500

600

700

800

H29※1 H30 R1 R2 R3 R4 R5※2

（件）

出典：京都市「宿泊施設数の推移（令和 5 年 10 月末時点）」を基にグラフ作成 

※１ 平成 29 年度は、平成 30 年 3 月 15 日～3 月 31 日分の集計 

※２ 令和 5 年度は、令和 5年 10 月末時点 

出典：株式会社日本政策投資銀行「2026 年関西 2 府 4 県におけるラグジュアリーホテルの需給推計

（2022 年 6 月）」を基に表を作成 

 

../../../../../課税自主権の活用/宿泊税5年後検証/参考資料/R5/（日本政策投資銀行）ラグジュアリーホテルの需給推計.pdf
../../../../../課税自主権の活用/宿泊税5年後検証/参考資料/R5/（日本政策投資銀行）ラグジュアリーホテルの需給推計.pdf
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⑵ 客室稼働率・平均客室単価の推移 

ア 客室稼働率 

京都市観光協会データ年報によると、京都市内の宿泊施設における客室稼働率は、客室

数の増加を反映して漸減傾向ではあったものの、令和元年まで 70％台で推移。 

しかし、令和２年以降は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて低迷し、令和３年

度は 24.9％、令和４年度は 40.7％となった。 

 

図表 2-5-1 客室稼働率の推移（京都市内。平成２８年～令和４年） 

 

 

 

 

なお、市内主要ホテルの客室稼働率は、令和 4 年 11 月に、令和元年 11 月以来となる

80％台となり（80.2％）、令和 5年 12月には、コロナ禍以後で初めて令和元年同月の数値

を上回る（令和元年 12月：76.1％→令和 5年 12月：76.7％）など、数値が上昇している。 

 

図表 2-5-2 市内主要ホテルの客室稼働率（月別） 

 

 

 

79.9%
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40.7%
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65.6%

78.5%

85.0%
89.9%

83.1%
79.8%

77.1%
83.1% 82.9%

86.1% 88.4%

76.1%

32.7% 31.9%

44.8% 47.1% 49.9% 51.0% 47.2% 49.2%
54.4%

63.7%

80.2%
73.4%

55.2%

63.1%

78.0% 78.9% 76.5%
72.2%

66.3%
69.3%

75.8%

82.9%
85.5%

76.7%

20%

30%

40%

50%

60%
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80%
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100%
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出典：京都市観光協会データ年報（2022）（観光庁「宿泊旅行統計調査」を基に拡

大推計されたもの）を基にグラフ作成 

出典：京都市観光協会データ年報（2022）（令和 5 年については京都市観光協会デ

ータ月報）を基にグラフ作成 



11 

 

イ 平均客室単価 

市内主要ホテルの平均客室単価は、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和元年

の 15,610 円から令和 3 年には 11,445 円まで低下した※が、その後急速に回復。旅行需要

の高まりのほか、円安、原材料費高騰や人手不足等の影響も受け、令和 4 年 12 月以降は

13箇月連続で令和元年同月を上回っている。また、月ごとの変動幅が以前と比べて小さく

なっている。 

※ 京都市観光協会データ年報（2022 年）による。なお、年間の平均客室単価は、各月の販売客室数で

重みづけした加重平均である。 

図表 2-6 市内主要ホテルの平均客室単価の推移（月別） 

 
 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

R1 12,712 12,628 17,185 22,341 17,318 13,181 13,966 13,838 13,175 16,739 20,186 13,825

R3 11,946 10,672 12,969 12,554 10,365 9,646 10,226 9,953 9,351 11,097 15,104 13,162

R4 11,384 10,524 13,357 13,818 13,269 11,981 12,571 12,981 12,427 14,647 18,746 16,376

R5 14,365 13,626 19,754 22,451 19,326 15,533 17,491 16,303 16,179 20,329 24,458 18,204

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

26,000

（円）

出典：京都市観光協会データ年報（2022）（令和 5 年については京都市観光協会デ

ータ月報）を基にグラフ作成 
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３ 観光業界における人手不足 

京都市観光協会が京都市内の観光関連事業者 152 社を対象に令和５年６月に実施したアンケ

ート調査によれば、コロナ禍前の令和元年と比較して従業員数が減少したと回答した事業者が

65.1％を占め、その半数以上において、従業員数が令和元年比 8 割未満へと大幅に減少してい

た。また、回答事業者の 71.3％が接客職を中心に人手不足を感じており、業種別では、宿泊業

90.2％、交通業 94.7％などの結果であった。 

「人手不足対策のためにこれから取り組みたいこと」の設問においては、回答数が多かった

順に、「賃金水準の向上」32.7％、「ICTの導入などの業務効率化」22.7％、「外国人労働者の受

入環境整備」20.0％などであった。 

 

 

図表 2-7 市内の観光関連事業者における人手不足 

1 人員の変動（令和元年の従業員数を 100とした場合） 

大幅に減った
(80 未満) 

やや減った 
(80 以上 100 未満) 

減らなかった 
(100以上) 

不明・回答なし 

34.2％ 30.9％ 33.6％ 1.3％ 

 

2 現在、人手不足を感じるか 

業種 とても感じる 感じる 
どちらともい

えない 
感じない 

まったく感じ
ない 

宿泊 51.2% 39.0% 4.9% 2.4% 2.4% 

飲食 39.0% 43.9% 12.2% 4.9% 0.0% 

交通 52.6% 42.1% 5.3% 0.0% 0.0% 

小売 21.4% 50.0% 14.3% 14.3% 0.0% 

製造 33.3% 33.3% 23.8% 9.5% 0.0% 

文化芸能 50.0% 37.5% 0.0% 12.5% 0.0% 

社寺・文化財 0.0% 50.0% 12.5% 25.0% 12.5% 

集客施設 25.0% 50.0% 8.3% 16.7% 0.0% 

旅行会社 77.8% 11.1% 11.1% 0.0% 0.0% 

ガイド 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

出版・印刷・広告 22.2% 44.4% 22.2% 0.0% 11.1% 

ＩＣＴ 40.0% 20.0% 40.0% 0.0% 0.0% 

金融 0.0% 0.0% 60.0% 20.0% 20.0% 

広告 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 

公的団体 0.0% 42.9% 42.9% 14.3% 0.0% 

その他 25.0% 0.0% 50.0% 0.0% 25.0% 
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3 人手不足のためにこれから取り組みたいこと（複数回答） 

賃金水準の向上 32.7％ 企業イメージの改善 16.7％ 

勤務条件の緩和 16.7％ 外国人労働者の受入環境整備 20.0％ 

研修・福利厚生の充実 16.0％ インターンシップの受入 14.0％ 

ICT 導入などの業務効率化 22.7％ 定年延長 12.7％ 

求人広告の強化 16.0％ その他 0.7％ 

 

出典：京都市観光協会「観光業界における人手不足についての臨時調査の結果について」を基に作成 
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４ 京都観光に関する市民意識 

本市では、市民の京都観光に対する意識や満足度を把握するため、「京都観光に関する市民意

識調査」を実施している。 

令和５年の主な調査結果として、「京都市の発展に、観光が重要な役割を果たしていると思う

か」との設問に対して 72.7％が、「京都市が観光に関して評価されることを誇りに感じるか」

との設問に対して 64.9％が、それぞれ肯定的な回答であり、京都観光の重要性等が市民に一定

数評価されている様子がうかがえる。 

また、観光の効果の実感については、観光客が訪れることで、「売上の増加や給与等への好影

響につながっていると感じた」との回答が 20.2％、「生活環境の向上につながっていると感じ

た」との回答が 17.6％であった。 

一方で、観光客や京都観光に関する経験を問う設問において、「路線バスや地下鉄などの公共

交通機関の混雑」について 62.4％、「道路の渋滞」について 61.1％、「観光客のマナー違反」に

ついて 47.7％の市民が迷惑した経験があると回答している。 

 

図表 2-8 「京都観光に関する市民意識調査」（令和 5年）の主な結果 

１ 京都市の発展に、観光が重要な役割を果たしていると思うか 

 

 

２ 京都市が観光に関して評価されることを誇りに感じるか 

 

 

３ 観光の効果の実感（一部抜粋） 

① 観光客が訪れることで、売上の増加や給与等への好影響につながっていると感じた 
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② 町並みが美しくなる、まちに活気が出るなど、生活環境の向上につながっていると感じた 

 

４ 観光客や京都観光が自身にもたらす影響（一部抜粋） 

① 路線バスや地下鉄などの公共交通機関が混雑して迷惑した 

 

② 道路が渋滞して迷惑した 

 

③ 観光客のマナー違反（ごみのポイ捨て、食べ歩きなど）によって迷惑した 

 

 

  

今回調査（R5）

2.5

15.1 27.3 19.2 21.7 11.4

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査（R5） 33.4 29.0 19.8 5.8 4.9 4.6

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査（R5） 33.0 28.1 19.4 6.4 4.9 5.6

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査（R5） 25.2 22.5 21.1 12.1 8.0 8.6

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とても当てはまる

当てはまらない

当てはまる どちらかというと当てはまる

どちらかというと当てはまらない わからない

無回答
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第３ 宿泊税の施行状況 

１ 課税状況 

⑴ 税収の推移 

宿泊税の税収は、導入２年目の令和元年度に約 42 億円（同年度における宿泊税収として

は全国の自治体で最多）であったが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う観光客数

急減の影響により、令和２年度は、前年度比 31％となる 12.9 億円にまで急減した。令和３

年度も同様の傾向が継続したが、令和４年度以降は、訪日客の観光目的の入国受入再開など

宿泊業を取り巻く環境が変化する中で、宿泊税の税収も回復基調となっている。令和６年度

予算では、過去最高となる 48.1億円を見込んでいる。 

 

図表 3-1 宿泊税収の推移 

 

※ 平成 30 年度は 10 月 1 日以降の分。令和 4 年度以前は決算ベース。また、各年度の金額は滞納繰越分

を含む実収入額。 

 

 

税額区分ごとの内訳をみると、全体の約 90％を税率 200円区分（宿泊料金 20,000円未満）

が占めているが、1,000円区分（同 50,000円以上）の割合が、令和元年度の 2.5％から令和

４年度時点で 4.23％に増加している。令和 4 年度の税収は令和元年度比 72.3％（調定額ベ

ース）であるが、1,000円区分に限ってみれば同 122.4％（104,727千円→128,160千円）と

なっており、既に過去最高を更新している。さらに、令和 5年度※は、1,000円区分に加えて

500 円区分（宿泊料金 20,000 円以上 50,000 円未満）も大きく増加しており、いずれも過去

最高を大幅に更新する見込みである。これらは、近年、高価格帯ホテルの新規開業が進んだ

1,538,413 

4,201,494 

1,289,984 

1,627,670 

3,045,900 

3,552,000 

4,811,000 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

H30 R1 R2 R3 R4 R5(予算) R6(予算)

(単位:千円)
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ことや、客室単価が上昇していること（第２・２参照）を反映したものと考えられる。 

※ 令和 5 年 10 月分までの速報値であり、参考情報 

 

図表 3-2 税額区分ごとの宿泊税収の内訳（調定額ベース） 

（上段：調定額（千円）、下段：割合（％）） 

宿泊料金 税額区分 H31 R2 R3 R4 R5(～10月) 

2万円未満 200円 
3,811,311 

＜91.10＞  

1,144,608 

＜87.93＞  

1,433,085 

＜89.34＞  

2,664,571 

＜88.04＞ 

2,927,624 

＜84.91＞ 

2万円以上 

5万円未満 
500円 

267,528 

＜6.39＞  

107,665 

＜8.27＞  

107,088 

＜6.68＞  

233,720 

＜7.72＞ 

344,429 

＜9.99＞ 

5万円以上 1,000円 
104,727 

＜2.50＞  

49,503 

＜3.80＞  

63,838 

＜3.98＞  

128,160 

＜4.23＞ 

175,812 

＜5.10＞ 

合計 
4,183,566 

＜100.00＞  

1,301,776 

＜100.00＞ 

1,604,011 

＜100.00＞ 

3,026,451 

＜100.00＞ 

3,447,865 

＜100.00＞ 

※ 調定額ベースの数値のため、図表 3-1 の実収入額とは一致しない。 

※ 令和 5 年度は 10 月分までの速報値 

 

⑵ 適正課税・徴収の取組 

 

以下のとおり、旅館業法や住宅宿泊事業法を所管する関連部署とも連携し、適正課税・徴

収の取組を実施してきた。申告率はほぼ 100％を実現している。 

ア 課税捕捉 

旅館業法の許可施設及び住宅宿泊事業法の届出施設については、所管の部署で保有

する情報に基づき、課税対象施設の把握を行っている。 

上記許可又は届出施設に対して、条例で定める経営申告書の提出により営業状況を把握

するとともに、未提出施設については、架電や現地確認等による調査・指導を行っている。 

 

図表 3-3 経営申告書の提出状況（令和 5年 10月現在） 

課税対象施設数 3356施設 

うち、経営申告書未提出施設数 8施設 

未提出率 0.24% 

提 出 率 99.76% 

 

一方で、宿泊税は宿泊行為に着目して課税するものであり、課税の公平性の観点から、

許可又は届出の有無に関わらず、旅館業及び住宅宿泊事業を営んでいる実態があれば、そ

の施設への宿泊者を課税対象とすることとしている。そのため、いわゆる「違法民泊」（違

法宿泊施設）への宿泊者も課税対象となる。 

【付帯決議】 

１ 税の公平性、公正性を担保するため、急増する民泊をはじめ違法に営業している宿泊施設への宿

泊を確実に捕捉し、宿泊税を徴収すること。 
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「違法民泊」に対しては、「民泊通報・相談窓口」等に寄せられた情報を基に、適正化指

導を強力に進めており、平成２８年４月から令和５年１０月末までに通報のあった施設の

99.9％（2,500件以上）が営業中止等に至っている。（第３－４－⑵参照） 

このような取組の結果、違法宿泊施設による宿泊税の納入は年々減少し、令和５年度は

１０月１２日時点で１件となっている。 

 

図表 3-4 違法宿泊施設による宿泊税の納入実績 

年 度 
営業を確認できた 

違法宿泊施設数 
申告税額 納入額 

平成３０年度 １９施設 948,800円 948,800 円 

令和元年度 １６施設 1,928,100円 1,928,100円 

令和２年度 ９施設 111,200円 111,200 円 

令和３年度 ２施設 75,600円 75,600 円 

令和４年度 ２施設 51,400円 51,400 円 

令和５年度 １施設 16,600円 0円 

※ 令和５年度は 10月 12 日時点 

 

イ 未申告者への取組 

未申告者に対しては、申告指導文の送付、電話による指導、警告文の送付、現地調査に

順次取り組んでおり、宿泊税導入以降の平成３０年１０月分から令和５年８月分までの通

算申告率は９８．９７％（過年度分に限れば９９．７２％）となっている。 

また、再三の指導にもかかわらず申告がない事業者に対し、更に一歩先を見据えた取組

を進めていく一助とするため、令和元年１１月に宿泊税条例を改正し、犯則調査手続に関

して現行犯事件の臨検、捜索又は差押え等が行えるようにした。 

 

図表 3-5 申告率の推移 

申告対象年度 
申 告 率(※) 

H30 R1 R2 R3 R4 R5(※) 

平成３０年度分 86.40% 99.93% 99.97% 99.97% 99.97% 99.97% 

令和元年度分 ― 93.90% 99.52% 99.62% 99.66% 99.68% 

令和２年度分 ― ― 94.60% 99.59% 99.71% 99.76% 

令和３年度分 ― ― ― 94.27% 99.74% 99.86% 

令和４年度分 ― ― ― ― 94.40% 99.46% 

令和５年度分(※) ― ― ― ― ― 91.95% 

通算申告率 86.40% 95.40% 97.60% 98.15% 98.62% 98. 97% 

※ 申告率は年度末時点（令和 5 年度は 10月 12 日時点）。令和 5 年度分は 9 月 30 日申告期限分まで。 
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ウ 税務調査 

宿泊税の適正かつ公平な課税を期するため、特別徴収義務者である宿泊事業者に対して、

質問検査権に基づく税務調査を実施している。 

具体的な調査方法は、条例上保管を義務付けている帳簿のほか、旅館業法や国税に係る

法令（所得税法及び法人税法等）において保管が義務付けられている帳簿等（宿泊者名簿

や仕訳帳、現金出納帳など）の提示を求め、宿泊税の申告が適正になされているかを確認

している。 
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２ 宿泊事業者の負担軽減に関する取組 

 

宿泊税の特別徴収義務者である宿泊事業者の負担を軽減するため、以下の取組を実施してい

る。 

⑴ 代行徴収・代理徴収 

条例の規定に基づき、宿泊税の徴収について便宜を有する民間の仲介事業者（宿泊予約サ

イトの運営事業者）を特別徴収義務者に指定すること（代行徴収）により、宿泊者や宿泊事

業者の負担軽減を図っている。 

 

図表 3-6 代行徴収実績 

年度 延べ施設数 申告納入金額(円) 

平成３０年度 7 9,600 

令和元年度 39 67,200 

令和２年度 70 132,400 

令和３年度 139 190,400 

令和４年度 187 385,000 

令和５年度 94 401,200 

※ 令和 5 年度は 10月 1 日時点 

 

また、施行１年６箇月後調査（第１・３参照）において宿泊事業者から要望が多かっ

た「代理徴収」（民間仲介業者が宿泊税額を明示したうえで宿泊料金とともに宿泊税を徴

収し、これを宿泊事業者（特別徴収義務者）に引き渡す手法）についても、民間仲介業

者と協議を進め、一部の仲介業者において対応が可能となっている。 

 

⑵ 特別徴収事務補助金 

宿泊事業者の特別徴収に係る事務を支援するため、京都市補助金等の交付等に関する条例

及び京都市宿泊税特別徴収事務補助金交付要綱に基づき、毎年度の特別徴収額に応じて補助

金を交付している。 

 

図表 3-7 特別徴収事務補助金の概要 

目的 
宿泊税の特別徴収義務者に対し、特別徴収に要する経費の一部を補助

し、併せて納期内納入の意欲の高揚を図る。 

交付対象期間 毎年３月分（４月申告納入分）～翌年２月分（３月申告納入分） 

【付帯決議】 

２ 宿泊税の代行徴収及び納付ができる第三者納付について、民泊仲介事業者に働き掛け、その活用

を図ること。 

４ 簡易宿所をはじめとした中小、零細事業者をはじめ、宿泊事業者の納税事務の簡素化と支援に取

り組むこと。 
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交付方法 

○ 特別徴収義務者ごとに交付する。 

○ 毎年度、特別徴収義務者から８月中に申請書の提出を受け、１０月中

に交付する（予定）。 

交付対象者 

次の要件をすべて満たす者 

・ 旅館業若しくは住宅宿泊事業を営む者又は代行徴収を行う特別徴収義

務者であること。 

・ 交付対象期間に違法施設を営業していないこと。 

・ 経営申告書を提出していること。 

・ 市税等の徴収金を滞納していないこと。 

交付額算出方法 

○ 計算式 

補助金交付額(※１)＝申告納入金額(※２)×補助率(※３) 

※１：100 円未満切捨て 

※２：期限内に申告及び納入した額の合計 

※３：2.5％（ただし、令和４年度（令和５年度交付分）までは 3.0％） 

○ 上限額 

特別徴収義務者ごとに年間２００万円 

○ 計算の特例 

補助金交付額の計算後の額が 1,000 円に満たない場合は、1,000 円を

限度として補助金を交付 

 

なお、令和２年度交付分については、新型コロナウイルス感染症の影響による宿泊事業者

の経営状況を踏まえた特別の措置として、補助金交付額の計算後の額が 10,000 円に満たな

い場合は、10,000円を限度として補助金を交付することとした。また、交付時期についても、

特別徴収義務者に対し速やかに補助金を交付できるよう、例年よりスケジュールを前倒しし、

８月３１日から口座振込を開始した。 

各年度の交付実績は図表 3-8のとおり。 

 

図表 3-8 特別徴収事務補助金の交付実績 

年度 交付件数 交付額 

令和元年度 1,503 件 39,896,700 円 

令和２年度 1,968 件 116,377,300 円 

令和３年度 1,429 件 36,094,400 円 

令和４年度 1,216 件 46,010,400 円 

 

⑶ 電子申告・納付 

ア 京都府・市町村共同電子申請システム 

宿泊税の電子申告については、平成 30 年の施行当初から、京都府及び府内市町村で共

同運用している「京都府・市町村共同電子申請システム」を利用している。宿泊施設の営

業開始時に電子申告の手引きを送付する等、利用促進に取り組んでおり、その利用率は
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年々上昇している。 

 

図表 3-9 電子申告の利用数・利用率 

 

※ 令和 5 年度は令和 5 年 10月 12 日現在（8 月分まで） 

 

イ ｅＬＴＡＸ（地方税ポータルシステム） 

地方税務手続のデジタル化の一環として、地方税共同機構が運営する eLTAX（地方税ポ

ータルシステム）を通じた電子申告・申請の対象手続及び電子納付の対象税目・納付手段

の拡大が進められており、宿泊税についても、令和５年１０月１６日から eLTAXを通じた

電子申告・電子納付が可能となっている。 
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３ 周知・広報 

 

⑴ 取組の概要 

宿泊税の周知・広報として、以下の取組を実施している。 

ア 宿泊事業者向け周知 

○ 制度説明会を平成３０年４月から８月にかけて計１８回開催。計 1,140名（1,304施

設）が参加 

○ 施行１年６箇月後調査（第１・３参照）におけるアンケート結果を踏まえ、新たに「宿

泊税を活用した主な事業」のチラシを作成。毎年度宿泊事業者に送付している。 

 

イ 宿泊客（納税者）向け周知・広報 

○ チラシ、リーフレット、ポスター、三角柱ポップ、ステッカーを作成し、全宿泊施設

に送付。また、本市や関西国際空港内の観光案内所に配架 

○ 全国の主要鉄道駅、市バス車両等へのポスター等の掲出 

○ 東京駅、京都駅でのデジタルサイネージによる広報 

○ ８言語に対応した宿泊税専用のポータルサイトを新設。バナー等を作成 

○ インターネット広告の掲載 

 

ウ 旅行業関係への周知 

○ 全国旅行業協会（ＡＮＴＡ）、日本旅行業協会（ＪＡＴＡ）を通じて、加盟旅行業

者に対する周知を実施 

○ 大手旅行会社各社に周知への協力を依頼 

○ 日本政府観光局（ＪＮＴＯ）のメールマガジンに宿泊税に関する情報を掲載。ア

ジア、欧米等の海外事業所（世界 20箇所）へも情報発信 

 

エ 学校関係への周知 

○ 修学旅行生等が課税免除の対象となることから、日本修学旅行協会等を通じて、

制度概要や課税免除の手続等を周知した。 

 

オ 市民向け周知・広報 

○ 市公式ホームページ（京都市情報館）に「宿泊税の使途」を発信するページを作

成 

○ 宿泊税の使途をはじめ、観光がもたらす効果を分かりやすくお伝えするリーフレ

【付帯決議】 

５ 日本国内はもとより、世界に向けて、宿泊税の主旨及び徴収内容について広報し、宿泊事業者へ

負担となることのないよう努めること。 
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ット「私たちの暮らしと京都観光」を発行 

○ 観光がもたらす効果や、今後の京都観光が目指す姿等を総合的にお伝えする冊子

「みんなでつくる京都観光」を発行 

 

図表 3-10 広報物の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

周知チラシ 

リーフレット 
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⑵ 宿泊税の認知度 

宿泊税の認知度について、施行１年６箇月後調査（第１－３参照）の時点では、宿泊税を

知らない人の割合が宿泊者で 53.2％、市民で 38％であった。調査方法が異なるため単純比

較はできないものの、令和 5年の京都観光に関する市民意識調査（第２－４参照）では、こ

の割合が 26.3％まで低下している。ただし、同調査において、宿泊税の使途や制度の詳細な

内容に関する市民の認知度は 10％台～30％台の低い数値となっている。 

 

図表 3-11 宿泊税の認知度 

１ 施行 1年 6箇月後調査（京都市において宿泊税が導入されていることを知っているか） 

① 宿泊者アンケート 

 

② 市民アンケート 

 

２ 令和５年 京都観光に関する市民意識調査（京都市の宿泊税に関する次の内容を知っ

ているか） 
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宿泊税が宿泊施設で徴収されていること

宿泊料金にかかわらず、民泊等を含めた市内すべ
ての宿泊施設の宿泊者に課税されること

宿泊税が、観光振興、文化振興や景観保全、道路
環境の整備など、市民・観光客双方にとって快適で
便利な環境整備のための費用に活用されていること
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４ 税収の使途 

 

⑴ 活用の方針と状況 

宿泊税の税収は、「国際文化観光都市としての魅力を高め、及び観光の振興を図る施策に要

する費用」に充てることとされている（宿泊税条例第１条）。これは、観光客数や観光消費額

の増加を図るためではなく、観光に付随する課題の解決や、文化・まちづくり・産業などの

活性化を通じて、市民と入洛客双方の満足度を高めていくために税収を活用することを定め

たものである。（第１－２－⑵－ウ参照） 

この目的の実現に向け、本市では、市民や事業者等のニーズを踏まえつつ、 

○ 市民・観光客双方にとって安心・安全な受入環境の整備（例：観光地等交通対策、交通

バリアフリー対策、無電柱化事業、街路樹の育成管理） 

○ 京都観光における更なる質・満足度の向上（例：岡崎や梅小路等の魅力向上による新た

な魅力の創出、情報発信の更なる強化） 

○ 京都ならではの文化振興・美しい景観の保全（例：歴史的景観の保全に向けた取組、文

化財の保全・継承に向けた取組） 

といった取組に宿泊税を活用してきた。 

また、「「民泊」対策事業」や「ウィズコロナ社会で安心して楽しめる観光の充実」など、

この間の社会経済情勢の変化等を踏まえて、必要な施策を実施してきた（充当事業の詳細に

ついては、参考資料２を参照）。 

このように、宿泊税の税収は、狭義の観光振興施策のみならず、京都独自の価値である文

化、景観等の魅力向上や、社会インフラ整備等の基盤的事業にも活用され、「住んでよし、訪

れてよしのまちづくり」を支える貴重な財源となっているものである。 

 

図表 3-12宿泊税を活用した事業（平成 30年度～令和 5年度） 

（単位：百万円） 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

事業名 
宿泊税 

充当額 
事業名 

宿泊税 

充当額 
事業名 

宿泊税 

充当額 

１ 混雑対策 369 １ 混雑対策・分散化 888 １ 混雑対策・分散化 483 

 隠れた名所の情報発信による観

光客分散化など 

 
手ぶら観光の推進など 

 安心・安全な東大路歩行空間創

出事業など 

２ 民泊対策 121 ２ 民泊対策 121 ２ 民泊対策 23 

 違法の疑いがある施設の調査・

指導など 

 違法の疑いがある施設の調査・

指導など 

 違法の疑いがある施設の調査・

指導（違法民泊がゼロに） 

３ 宿泊事業者支援 41 
３ 宿泊事業者支援・宿

泊観光推進 
306 

３ 宿泊事業者支援・宿

泊観光推進 
56 

 旅館の経営強化・魅力発信支援  「夜観光」の魅力アップによる  宿泊施設従業員向け歴史・文化

【付帯決議】 

３ 宿泊税収入については、住んでよし、訪れてよしのまちづくりに資する事業に活用し、市民はもとより、

納税者である宿泊者、さらには特別徴収義務者となる宿泊施設の運営事業者に、宿泊税の効果を実感いただ

けるよう取り組むとともに、決算及び使途が明確になるよう、透明性を確保し、議会及び市民への情報公開

を行うこと。 
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など 「宿泊観光」の推進など 体験研修の実施など 

４ 受入環境の整備 305 ４ 受入環境整備 619 ４ 受入環境の整備 143 

 
外国人観光客マナー啓発など 

 
観光客等帰宅困難者対策など 

 高齢の方なども使いやすい洋式

トイレの整備など 

― 

５ 国内外への情報発信 250 ５ 国内外への情報発信 18 

 京都観光オフィシャルサイトの

改修など 

 京都観光 Navi「食の京都」ペー

ジの開設など 

５ 京都ならではの文化

振興・美しい景観の保

全 

479 

６ 京都ならではの文化

振興・美しい景観の保

全 

1,528 

６ 京都ならではの文化

振興・美しい景観の保

全 

381 

 京町家の保全及び継承に関する

取組（改修経費の助成）など 

 伝統行事助成（祇園祭山鉾修理）

など 

 文化・伝統産業の担い手育成(京

都文学賞の実施)など 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

事業名 
宿泊税 

充当額 
事業名 

宿泊税 

充当額 
事業名 

宿泊税 

充当額 

１ 市民・観光客双方に

とって安心・安全な受

入環境の整備 

581 

１ 市民・観光客双方に

とって安心・安全な受

入環境の整備 

1,818 

１ 市民・観光客双方に

とって安心・安全な受

入環境の整備 

2,190 

 
無電柱化の推進など 

 朝・夜観光など幅広い京都の魅

力向上など 

 安心・安全な京都観光のための

情報発信など 

２ 京都観光における更

なる質・満足度の向上 
507 

２ 京都観光における更

なる質・満足度の向上 
452 

２ 京都観光における更

なる質・満足度の向上 
700 

 京都の魅力の情報発信の更なる

強化など 

 地域の実情に応じたマナー対策

等の強化など 

 持続可能なインバウンド観光促

進事業など 

３ 京都ならではの文化

振興・美しい景観の保

全 

478 

３ 京都ならではの文化

振興・美しい景観の保

全 

705 

３ 京都ならではの文化

振興・美しい景観の保

全 

510 

 
社寺屋根等保存会研修助成など 

 小・中学生による伝統文化体験

など 

 
市指定文化財等助成事業など 

※このほか、宿泊税課税・徴収経費にも活用 
※令和 5 年度の宿泊税充当額については当初予算額 

 

図表 3-13 宿泊税の使途に対する要望（令和元年度） 

 

59.6

50.0

41.6

41.0

36.7

30.1

23.5

3.0

41.1

55.9

22.3

35.6

16.8

18.3

8.1

1.1

75.7

63.0

20.2

58.1

52.9

19.2

18.4

4.8

0 20 40 60 80

市バスや観光地の混雑緩和，マナー

啓発 １

文化財，伝統芸能，伝統産業，京町

家等の京都ならではの文化の振興や

美しい景観の保全 １

京都の魅力を国内外へ発信すること

による観光客の誘致 １

災害発生時における多言語での情報

発信，市バス・地下鉄の利便性向上

などの受入れ環境の整備 １

違法民泊の調査や指導，宿泊施設の

火災予防対策 １

旅館等の宿泊施設の魅力発信，観光

産業の担い手育成，宿泊観光の推進

その他

無回答

宿泊事業者(n=166) 宿泊者(n=1047) 市民(n=1383)

出典：京都市「宿泊税条例施行後の状況に関する調査結果≪概要版≫」 
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⑵ 主な事業とその効果 

宿泊税を活用した事業の概要とその効果について、主なものを取り上げて以下に記載した。 

 

 

                   

                     用     

                   月～ 

                           

          月～           

         用     

              

            

             

           数

               9月～3月  計

         数

                        

                        合

  48      利用                

                         

                    

   .  円   ～   
   宿泊税  額  .  円

          

           
         
 4 10月～ 

           
     用     
        
   5 10月～ 

          
         
         
          
        
 5 10月～ 

   1   2  3  4

  数
 3万
  

 19万
  

 13万
  

  3 
  

   3  4

  数  611万   9     

             
           
          
           
           

            
          
   

          

                  

                          

                         

    ～  

                      

                       

        

                        

        

             

                       

                用     

      

           

    分                 

                   
                      
              

 上           

 上                      

  宿泊        

             

               

                                             

          

           用                     

                           

                         

        

                    

   .  円    
   宿泊税  額  .  円

          

        
       
       
        
    

                 
          電     
                 
               
   5 10月2 ～21   
                2
   

   

              
   上          
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このように、宿泊税の税収は、「市民生活との調和」、「質や満足度の向上」といった本市におけ

る観光をめぐる諸課題に対処するとともに、都市の魅力向上や文化資源の保全継承にも貢献する

形で活用がなされ、成果を上げている。 

  

                  

        月               

                    区  

                        

                用      

       

          金

              金

             

  用      ～   計 

      

   金 用               数186

                          

                    

      

                区     

    
      
      
      

      
      

  金額
     用 1 2
上 額250万円

     用 1 2
上 額100万円

             

           分           

  金額      用 1 2 上 額20万円

    金      合  
             

    金      合  
            

    円    ～   
   宿泊税  額  .  円

          

件数 金額

    金 279件 217 215 円

      金 30件 4 751 円
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第４ 宿泊税の制度の在り方に関する論点 

１ 持続可能な京都観光に向けた課題と税財源 

⑴ 京都観光振興計画 2025（令和３年３月策定） 

観光は、幅広い産業と関連し、京都の経済や雇用、地域固有の文化の継承やまちづくりに

大きな役割を果たしている。一方で、一部観光地の混雑等の問題が市民生活に影響を及ぼし

てきたことも事実である。 

こうした中、本市では、宿泊税導入後の令和２年１１月に、市民、観光客、観光事業者・

従事者等がお互いを尊重した行動を取ることを促す行動基準「京都観光モラル」を策定。さ

らに令和３年３月には、市民生活と調和した「持続可能な観光」を目指す「京都観光振興計

画 2025」を策定した。同計画では、2030年までに実現する５つの柱として、①市民生活と観

光の調和・豊かさの向上、②京都の「光」の磨き上げ・観光の質の向上、③担い手の活躍、

④危機に対応でき、安心・安全で持続可能な観光の推進、⑤MICE の振興を掲げ、オール京

都の体制で取組を進めていくこととしている。 

 

図表 4－1 「京都観光振興計画 2025」の 5つの柱 

 

「京都観光振興計画 2025」（概要版）より抜粋 

 

⑵ 現状と課題 

とりわけ観光需要が大きく回復した令和５年度には、関係機関との連携の下、市民生活と

の調和を最優先として、一部観光地や市バスの混雑、マナー問題等の観光課題への対策を強

化した。その結果、秋のハイシーズンにおいて京都駅の市バス乗り場のと列に改善が見られ

るなど一定の効果が現れたが、依然として更なる対策が必要な状況にある。 

このような観光課題対策のより一層の強化と併せて、「京都観光モラル」の普及・実践促進

や、市民の観光に対する共感の輪の拡大、担い手の確保及び活躍の促進など、市民生活と調

和した「持続可能な観光」の実現に向けた各種施策を強力に推進していく必要がある。 



32 

 

また、市民意識調査においては、実施してほしい京都市の取組として、「歴史的・伝統的な

街並み景観や自然環境の保全・整備」、「文化芸術、伝統産業の振興」などにも多くの声が寄

せられている。歴史・自然・文化・景観といった京都独自の魅力に磨きをかけることは、観

光振興のみならず、市民の暮らしの豊かさにもつながるものであり、「持続可能な観光」に不

可欠な要素である。しかしながら、文化や伝統産業の担い手不足、京町家の滅失の進行など、

このような京都のアイデンティティを脅かす課題が生じている。 

一方で、このような課題に対処するための税財源については、①都市税源の市町村への配

分割合が５％未満であり、経済や観光の活性化が自主財源の確保に結び付きにくい、②地方

交付税の算定において、「観光」に伴う行政サービスや社会インフラ維持に係る財政需要の実

態が的確に反映されていないといった構造的な問題があり、十分な税制上の措置がなされて

いない。宿泊税の税収は、市民・観光客双方の利便性や満足度向上につながる社会インフラ

の整備といった基盤的事業にも活用されているが（第３・４参照）、市バスや地下鉄車両の老

朽化に伴う維持更新に多額の費用が必要となるなど、これらについても、利便性や安全性、

サービスの向上を図るための財源が不足している状況にある。 
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図表 4－2 実施してほしい京都市の取組（市民） 

 

 

出典：令和５年 京都観光に関する市民意識調査 

 

 

【再掲】図表 2-7 市内の観光関連事業者における人手不足（現在、人手不足を感じるか） 

業種 とても感じる 感じる 
どちらともい

えない 
感じない 

まったく感じ
ない 

宿泊 51.2% 39.0% 4.9% 2.4% 2.4% 

飲食 39.0% 43.9% 12.2% 4.9% 0.0% 

公共交通機関における混雑対策

交通渋滞への対策

観光客へのマナー啓発

犯罪・事故防止をはじめとした市民・観光客双
方の安心・安全の確保

歴史的・伝統的な町並み景観や自然景観の保
全・整備

観光客が集中する時期・時間・場所の分散化

京都観光において大切にしていきたい行動基準
「京都観光モラル」の実践の促進

文化芸術、伝統産業の振興

市民が京都観光を楽しむためのキャンペーンや
イベント

バリアフリー化や多言語案内など快適に観光で
きる受入環境の整備

幅広い地域への誘客誘致による地域活性化

観光が市民生活にもたらす効果の分かりやすい
情報発信

観光関連業界の担い手確保・育成支援

国際的な会議やイベントの誘致

宿泊施設のより一層の質の向上

修学旅行の誘致

無回答

71.4

67.9

64.1

62.8

58.7

58.4

43.7

43.2

42.2

40.9

36.3

34.7

32.0

29.6

26.7

24.8

13.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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交通 52.6% 42.1% 5.3% 0.0% 0.0% 

小売 21.4% 50.0% 14.3% 14.3% 0.0% 

製造 33.3% 33.3% 23.8% 9.5% 0.0% 

文化芸能 50.0% 37.5% 0.0% 12.5% 0.0% 

社寺・文化財 0.0% 50.0% 12.5% 25.0% 12.5% 

集客施設 25.0% 50.0% 8.3% 16.7% 0.0% 

旅行会社 77.8% 11.1% 11.1% 0.0% 0.0% 

ガイド 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

出版・印刷・広告 22.2% 44.4% 22.2% 0.0% 11.1% 

ＩＣＴ 40.0% 20.0% 40.0% 0.0% 0.0% 

金融 0.0% 0.0% 60.0% 20.0% 20.0% 

広告 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 

公的団体 0.0% 42.9% 42.9% 14.3% 0.0% 

その他 25.0% 0.0% 50.0% 0.0% 25.0% 

出典：京都市観光協会「観光業界における人手不足についての臨時調査の結果について」を基に作成 

 

 

図表 4－3 市バス・地下鉄事業における車両・設備更新費用等見込額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「京都市交通局市バス・地下鉄事業経営ビジョン【改訂版】（2021-2028）」より抜粋 

 

 

このほか、宿泊税導入後の本市における宿泊を取り巻く環境の変化として、１泊当たりの宿

泊料金が１０万円を超えるような施設をはじめとする高価格帯施設の開業が進むとともに（第

２－２）、宿泊料金が５万円以上の税額区分の割合が増加していることが挙げられる（第３－１

参照）。こうしたことから、既存の宿泊税制度が宿泊客の担税力に見合った公平な負担の在り方

となっているのか、検討が必要となっている。 
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【再掲】図表 3-2 税額区分ごとの宿泊税収の内訳（調定額ベース） 

（上段：調定額（千円）、下段：割合（％）） 

宿泊料金 税額区分 H31 R2 R3 R4 R5(～10月) 

2万円未満 200円 
3,811,311 

＜91.10＞  

1,144,608 

＜87.93＞  

1,433,085 

＜89.34＞  

2,664,571 

＜88.04＞ 

2,927,624 

＜84.91＞ 

2万円以上 

5万円未満 
500円 

267,528 

＜6.39＞  

107,665 

＜8.27＞  

107,088 

＜6.68＞  

233,720 

＜7.72＞ 

344,429 

＜9.99＞ 

5万円以上 1,000円 
104,727 

＜2.50＞  

49,503 

＜3.80＞  

63,838 

＜3.98＞  

128,160 

＜4.23＞ 

175,812 

＜5.10＞ 

合計 
4,183,566 

＜100.00＞  

1,301,776 

＜100.00＞ 

1,604,011 

＜100.00＞ 

3,026,451 

＜100.00＞ 

3,447,865 

＜100.00＞ 

※ 調定額ベースの数値のため、図表 3-1 の実収入額とは一致しない。 

※ 令和 5 年度は 10 月分までの速報値 
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２ 宿泊税の制度の在り方に関する論点 

以上、令和５年１０月で施行後５年を迎えた京都市宿泊税条例の施行状況や、宿泊税導入後

の本市における社会経済情勢の変化等について分析してきた。これらを踏まえたうえで、宿泊

税の制度の在り方に関する論点としては、次の２つの観点から、宿泊税の税率の在り方を見直

すことが考えられる。 

 

○ 「持続可能な観光」の実現に向けた各種の取組（観光課題対策の強化をはじめとした市民

生活と観光のより一層の調和の推進など）が一層求められる中で、それらを支える財源の確

保 

○ 本市における宿泊を取り巻く環境の変化を踏まえた、宿泊客の担税力に見合った公平な負

担の実現 
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